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講師： 高頭 晃紀

（日本ケアコミュニケーションズ チーフコンサルタント）

（ 令和 3年 1月 1 8日介護給付費分科会より ）

基本報酬と加算、運営基準改定のポイント

ココがこうなる！

令和3年介護報酬改定

【居宅介護支援編】



◆今回の改定では、 I CＴ化による取扱件数の緩和（３９→４４）をどうとら
えるかが収入上ではポイントとなる

◆実務面では、

1 . 限度額管理の変更による影響

2 . 同一建物に居住する利用者比率

◆上記が影響する可能性が考えられる

◆それ以外にも、実務面では、仕事が増える！

（事業継続計画、虐待防止など）

ココがポイント！



⚫① １（ １ ）①感染症対策の強化★

⚫② １（ １ ）②業務継続に向けた取組の強化★

⚫③ ３（２ ）①CHASE ・V IS I T情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進★

⚫④ ４（ １ ）⑥人員配置基準における両立支援への配慮★

⚫⑤ ４（ １ ）⑦ハラスメント対策の強化★

⚫⑥ ４（２ ）④会議や多職種連携における I CTの活用★

⚫⑦ ４（３ ）①利用者への説明・同意等に係る見直し★

⚫⑧ ４（３ ）②員数の記載や変更届出の明確化★

⚫⑨ ４（３ ）③記録の保存等に係る見直し★

⚫⑩ ４（３ ）④運営規程等の掲示に係る見直し★

⚫⑪ ６②高齢者虐待防止の推進★

⚫⑫ ６④地域区分★

全サービス共通 （ 項 番 は 「 令 和 ３ 年 度 介 護 報 酬 改 定 に お け る 改 定 事 項 に つ い て 」 よ り ）



⚫○ 居宅介護支援 ・ 介護予防支援基本報酬

⚫○ 新型コロナウ イルス感染症に対応するための特例的な評価

⚫① ２ （ １ ） ② 認知症に係る取組の情報公表の推進

⚫② ２ （ ２ ） ① 看取り期における本人の意思に沿ったケアの充実

⚫③ ２ （ ４ ） ⑦ 退院 ・ 退所時のカンファ レ ンスにおける福祉用具専門相談員等の参画促進

⚫④ ２ （ ６ ） ① 質の高いケアマネジメン トの推進 （ 特定事業所加算の見直し等 ）

⚫⑤ ２ （ ６ ） ②逓減制の見直し

⚫⑥ ２ （ ６ ） ③ 医療機関との情報連携の強化

⚫⑦ ２ （ ６ ） ④ 看取り期におけるサービス利用前の相談 ・ 調整等に係る評価

⚫⑧ ２ （ ６ ） ⑤ 介護予防支援の充実 （ 予防のみ ）

⚫⑨ ２ （ ７ ） ⑤特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保

⚫⑩ ５ （ １ ） ⑪ 生活援助の訪問回数の多い利用者等のケアプランの検証

⚫⑪ ５ （ １ ） ⑫ サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保

⚫⑫ ５ （ ２ ） ② 居宅介護支援における （ 看護 ） 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の廃止★

⚫★ ５ ． （ １ ） ① 同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化

改定事項 （ 項 番 は 「 令 和 ３ 年 度 介 護 報 酬 改 定 に お け る 改 定 事 項 に つ い て 」 よ り ）



◆取り扱い件数が４０件未
満なら、単位数は変わりま
せん

◆ ICT化すると、減算なし
で

４４件まで取り扱えます

基本報酬



⚫ 特定事業所加算が変わりま
す

⚫ インフォーマルサービスな
どを計画に含める必要が
あります

⚫ 事業所連携で、Aが取れる
ようになります

２ ． （ ６ ） ① 質 の 高 い ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 推 進 （ 特 定 事 業 所 加 算 の 見 直 し 等 ） ① － １



◼ 特定事業所加算の構造、
要件が変わります

◼ 現行のⅣが別加算となっ
て、Ⅰ～Ⅲと同時算定で
きます

２ ． （ ６ ） ① 質 の 高 い ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 推 進 （ 特 定 事 業 所 加 算 の 見 直 し 等 ） ① － ２



⚫ 訪問介護、通所介護、
福祉用具貸与について、
サービス事業所の割合
の公表、説明が必要に
なります

２ ． （ ６ ） ① 質 の 高 い ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 推 進 （ 特 定 事 業 所 加 算 の 見 直 し 等 ） ②



⚫ ICT等を活用すると、

4４件まで、減算されませ
ん

２． （６ ）② 逓減制の見直し



⚫ 通院に付き添い、受診
に同席すると加算が算
定できます

⚫ 50単位

⚫ 月1回算定です

２． （６ ）③ 医療機関との情報連携の強化



⚫ 看取りの場合、死亡月に
サービスが発生していな
くても、計画費を請求可
能になります

⚫ 条件があります

２ ． （ ６ ） ④ 看 取 り 期 に お け る サ ー ビ ス 利 用 前 の 相 談 ・ 調 整 等 に 係 る 評 価



⚫ 同一建物減算や大規模
デイを利用することが有
利にならないように、限
度額管理を減算前で行
います

⚫ 実際は、ソフトが計算し
ますが…

５ ． （ １ ） ① 同 一 建 物減算適用時等の区分支給限度基準額の

計算方法の適正化



⚫ 生活援助の回数が多い
利用者のチェックが強
化されます

５ ． （ １ ） ⑪ 生 活 援 助 の 訪 問 回 数 の 多 い 利 用 者 等 の ケ ア プ ラ ン の 検 証



⚫ 同一建物以外の利用者
がいないと怒られます

⚫ 市町村は、同一建物以
外の利用者の比率を決
められます

⚫ 市町村は、限度額いっ
ぱいに近いケースを抽
出指導します

５ ． （ １ ） ⑫ サービス付き高齢者向け住宅等における

適正なサービス提供の確保



• 加算が廃止になりま
す

５ ． （ ２ ） ② 居宅介護支援における

（ 看護 ） 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の廃止



◆今回の改定では、 I CＴ化による取扱件数の緩和（３９→４４）をどうとら
えるかが収入上ではポイントとなる

◆実務面では、

1 . 限度額管理の変更による影響

2 . 同一建物に居住する利用者比率

◆上記が影響する可能性が考えられる

◆それ以外にも、実務面では、仕事が増える！

（事業継続計画、虐待防止など）

ココがポイント！



ご視聴ありがとうございました！


